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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原子力設備の熱交換器（２）の二次冷却材により貫流される二次室（６）から運転中に
二次室（６）の表面に形成される堆積物（１２）を洗浄するための方法において、次の工
程、すなわち
　熱交換器（２）の二次室（６）から二次冷却材を放出する工程と、
　引き続き、二次冷却材の大部分を放出した二次室（６）における堆積物（１２）を乾燥
し、これにより堆積物を機械的に剥離し易い状態として少なくとも部分的に二次室の表面
から剥離する工程と、
　乾燥された二次室（６）への化学的洗浄液の装填工程と、を含み、
　前記二次室（６）が堆積物（１２）の乾燥のため負圧下に置かれ、前記化学的洗浄液が
負圧下に置かれた二次室（６）に装填されることを特徴とする洗浄方法。
【請求項２】
　前記化学的洗浄液が４０℃乃至１６０℃の温度に加熱されることを特徴とする請求項１
記載の方法。
【請求項３】
　前記化学的洗浄液が二次室（６）への熱蒸気の導入により加熱されることを特徴とする
請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記化学的洗浄液が二次室（６）内で沸騰されることを特徴とする請求項１ないし３の
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１つに記載の方法。
【請求項５】
　前記二次室（６）にある堆積物（１２）が少なくとも部分的に洗流によりこの室から除
去されることを特徴とする請求項１ないし４の１つに記載の方法。
【請求項６】
　前記熱交換器（２）の二次室（６）が主としてマグネタイトを含む堆積物（１２）を除
去されることを特徴とする請求項１ないし５の１つに記載の方法。
【請求項７】
　前記熱交換器として原子力設備の蒸気発生器（２）が洗浄されることを特徴とする請求
項１ないし６の１つに記載の方法。
                                                                                
              
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱交換器、特に原子力設備の蒸気発生器の二次室の洗浄方法に関する。たと
えば特許文献１により知られているこの種の洗浄方法により蒸気発生器の二次側に運転中
に形成される堆積物が除去される。
【０００２】
　熱交換器は、運転中にそれぞれ一次冷却材ないし二次冷却材で貫流される一次室および
二次室を有している。この場合一次冷却材はその熱の一部を放出して二次室に流れる二次
冷却材を加熱する。特殊な熱交換器として原子力設備の蒸気発生器が挙げられる。加圧水
形原子炉では炉心で加熱された一次冷却材が蒸気発生器に導かれる。この蒸気発生器によ
り二次冷却材が加熱ないしは蒸発され、これにより発電機が起動される。
【背景技術】
【０００３】
　熱交換管自体は通常耐腐食性合金から成るのに対し、容器および熱交換管の支持部材は
通常Ｃ（炭素）鋼または他の低合金鋼から製作される。原子力発電所の運転中にこの部材
が腐食をこうむる。腐食生成物、主としてマグネタイト（Ｆｅ3Ｏ4）は熱交換器の二次室
の表面に層として沈積する。この層および堆積物は主としてマグネタイトから成り、また
銅、ニッケル、亜鉛、クロムおよびその他の元素並びにそれらの化合物を含んでいる。
【０００４】
　熱交換器の一次側または管側、すなわち熱交換管の内側は比較的簡単に一次側の水室を
介してアクセスすることができ、それゆえ比較的簡単に場合によっては存在する堆積物を
洗浄することができる。熱交換器の二次室は比較的アクセスが困難でそれゆえ洗浄も難し
い。
【０００５】
　一般に熱交換管から成る管束は二次室に入り込んで延びている。このような管束では熱
交換管の外側または外套側は互いに覆い隠されている。外套側にある堆積物はそれゆえ除
去が困難である。管束の外側には熱交換管を二次室に固定するための別の組込物および支
持部材がある。熱交換管とこのような支持部材の間にはアクセスが困難な多数の割れ目や
隙間が存在し、このなかに堆積物が溜まりやすい。
【０００６】
　二次室に存在する堆積物は種々の技術的トラブルをもたらす。熱交換管の表面にある堆
積物は一次冷却材と二次冷却材の間の熱伝達の劣化を生じさせる。さらに堆積物は種々の
障害メカニズムを惹起する。たとえばこれらは関係部材の腐食を促進するおそれがある。
【０００７】
　このような技術的トラブルに対処するため、熱交換器の二次室は洗浄され、できるだけ
堆積物が除去される。原子力設備の蒸気発生器では完全洗浄とともにいわゆる保守洗浄（
メンテナンス　クリーニング）を実施することができる。この保守洗浄では単にできた層
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の一部を除去する。保守洗浄の目的は、最後の保守洗浄以来そこに形成された量だけ層を
蒸気発生器から除去することにある。このようにして蒸気発生器の状態を維持し、場合に
よっては若干ではあるが改善することができる。
【０００８】
　たとえば管床の洗流のような堆積物を除去するための機械的洗浄方法は、限定的な効果
しかないか、または蒸気発生器の内室へのアクセスが難しいため限定的にしか利用できな
い。堆積物および層の除去にはそのため主として化学的洗浄方法が利用される。
【０００９】
　特許文献２はこの種の化学的洗浄方法を開示する。蒸気発生器は鉄分を含む堆積物を溶
解するための錯形成剤を含む洗浄液で満たされ、６～１０バールの圧力で約１４０℃の温
度で処理される。洗浄液の混流のため蒸気発生器は急激な圧力低下を蒙る。鉄分を含む層
が溶解されたあとで、洗浄液は蒸気発生器から排出される。堆積物が付加的に銅や銅化合
物を含んでいると、これらは酸化剤や錯形成剤の存在下にアルカリ性の洗浄液ととともに
溶解される。
【００１０】
　別の洗浄方法が特許文献１から知られている。上述の洗浄方法とは異なりこの方法では
まず銅化合物が溶解され、続いて鉄分を含む層（マグネタイト）が溶解される。
【００１１】
　さらに、マグネタイトや銅を洗浄液とともに、すなわち蒸気発生器の一時的放出や新た
な充填なしに除去する方法も知られている。蒸気発生器内にある洗浄液はマグネタイトの
溶解後変化するので、続いて銅や銅化合物を溶解できるようになる。この種の方法はたと
えば特許文献３に開示されている。
【００１２】
　上述の化学的方法の欠点は特に洗浄化学剤の高い消費量にある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】欧州特許出願公開第０１９８３４０号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第１０２３８７３０号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第１９８５７３４２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の課題は、改良された効率と少ない化学剤の使用量で実施できる新しい洗浄方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　この課題は、請求項１による方法で解決される。
【００１６】
　冒頭に述べた形式の熱交換器の二次室の本発明による洗浄方法は次の工程を含む。すな
わちまず二次室にある堆積物が乾燥されるが、その際二次室の二次冷却材は大部分が排出
される。続いて洗浄液が二次室に装填される。
【００１７】
　この場合本発明の方法は以下の考察が基礎となっている。すなわち熱交換器の二次室に
ある堆積物は乾燥によりメカニカルに不安定になることが判明した。その結果堆積物は少
なくとも部分的に二次室の表面から剥離される。熱交換器の外套側にある堆積物の大部分
が溶解され管床上に沈下する。このようにして二次室の表面上にある堆積物の少なくとも
一部が化学剤を使用せずに除去される。このようにして除去された堆積物は熱交換器の管
床に溜まる。表面上に残っている堆積物は続いて二次室に装填される洗浄液により少なく
とも部分的に除去される。本発明方法は従って物理的・化学的洗浄方法の組み合わせであ
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る。
【００１８】
　従来の洗浄方法と比べて本発明によれば、堆積物の溶解に使用される化学剤は以下の理
由からより節約して配量される。特に洗浄化学剤は二次室にある汚染物の質量に関して過
小化学量論的に配量される。熱交換器の管床上に溜まる堆積物は、その質量に関して洗浄
液に比較的小さい表面積を提供する。二次室の表面にまだ残っている堆積物はこれに対し
て、その質量に関して比較的大きい表面積を有する。絶対比においても一般に二次室の表
面上にある堆積物の全表面積は管床上に溜まっている堆積物の表面積より数倍も大きくな
る。熱交換機の二次室の表面、特に外套側にある堆積物は従って洗浄液に比較的大きな作
用面を提供する。この理由から依然として熱交換器の二次室の表面に残っている堆積物は
管床上に溜まっている堆積物よりも数倍も早く溶解する。
【００１９】
　熱交換器の二次室の洗浄に使用される洗浄液は二次室にある堆積物や汚染物を従って完
全には溶解する必要はなく、従って堆積物の全質量に関して過小化学量論的に配量される
。本発明による洗浄方法は、単に熱交換器の二次室の表面上に残っている堆積物が溶解す
るまで待てばよい。管床上に溜まっている堆積物は洗浄液の放出後たとえば機械的洗浄方
法により熱交換器の二次室から除去される。熱交換器の管床上の堆積物の除去のためこの
管床はたとえば洗流することができる（tube sheet lancing）。
【００２０】
　堆積物の物理的乾燥は更に堆積物をひび割れ状態にさせる。このようなひび割れは堆積
物の表面積を拡大し、従って洗浄液に大きな作用面を提供する。更にひび割れは洗浄液を
堆積物の内面に容易に侵入させることを可能にする。堆積物の内部に場合によって存在す
る混入物や気孔はひび割れによって洗浄液のアクセスを可能にする。従来の洗浄方法に比
較して堆積物は洗浄液の作用をより効果的に受ける。
【００２１】
　化学的洗浄の前に行われる、たとえば熱風または不活性ガスの導入により実施できる物
理的な洗浄工程は、さらに堆積物の表面上の気孔および溝に含まれる水を除去することが
できる。従来の方法では堆積物中に存在する気孔は場合によってはなお水で満たされてい
るので、一方では洗浄液の侵入を著しく妨げ、他方では水の存在により洗浄作用を弱める
局部的な希釈化が生じる。前に行われる物理的乾燥により洗浄液は実質的に希釈化されず
に堆積物中の気孔や溝に侵入することができる。洗浄液は従って従来の方法より効果的に
使用されることになる。洗浄は従ってより迅速にかつ洗浄化学剤の使用を減らして行うこ
とができるので費用の節減になる。
【００２２】
　別の特に有利な方法では、二次室にある堆積物の乾燥は二次室の排気により行われる。
水の蒸発の支援のもとにさらに別の実施形態では乾燥は負圧下に並びにたとえば運転中に
生じる余熱を利用した加温のもとに行われる。驚くべきことに乾燥工程後に充填された洗
浄液の洗浄効果は、二次室の負圧が有利には全充填期間中維持されていれば特に高いこと
が判明した。真空下にある洗浄液は常圧下のものより排気された割れ目や気孔に容易に侵
入できることは明らかである。排気の結果、さもなければ洗浄液から駆逐しなければなら
ないようなガスは実質的に含まれなくなる。従って洗浄液はより容易に気孔および割れ目
に侵入できる。
【００２３】
　更に有利な効果は、洗浄液の一部がまだ熱くて付加的に負圧下にある二次室に侵入する
際に蒸発することである。ガス状の洗浄液は層に凝縮し、有利なことに気孔や割れ目の中
に沈殿する（毛管凝縮）。
【００２４】
　既に述べたように、堆積物の乾燥は、これがメカニカルな不安定化をもたらし、少なく
とも部分的に二次室の表面から剥離するという作用をする。この作用は、更に別の実施態
様によれば二次室に導入された洗浄液が沸騰することにより更に高められる。これにより
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気孔や割れ目に、従って堆積物の内面に生じる過圧は堆積物のメカニカルな不安定化をも
たらす。洗浄液の加熱は、加熱蒸気を二次室に導入することにより行うか助成することが
できる。洗浄液に導入される加熱蒸気は加熱のほかに洗浄液を混流させる作用がある。従
って未使用の洗浄液が堆積物の増大した個所に達し、堆積物を溶解できることになる。
【００２５】
　運転中に熱交換器または蒸気発生器の二次室の表面上に形成される堆積物は、主として
酸化鉄（マグネタイト）を含むが、部分的には金属銅または銅化合物も含み得る。このよ
うな堆積物の溶解には上記の特許文献１～３のほかに欧州特許出願公開第０２７３１８２
号明細書に開示されている洗浄液を使用することもできる。
【００２６】
　本発明による乾燥工程は、洗浄液に使用される化学剤の組み合わせ次第で少なくとも１
回、すなわち蒸気発生器が洗浄液で満たされる前に実施される。このような処置は、たと
えば蒸気発生器がマグネタイトと銅の除去の間に空にされないような特許文献３に記載さ
れた洗浄化学剤を使用する場合に行われる。マグネタイトと銅の除去の間に洗浄液が排出
される洗浄方法、たとえば特許文献２に記載の方法ではオプションとしてもう１つの乾燥
工程を最初の洗浄液の排出後に行うことができる。勿論このような中間乾燥工程は、たと
えば特許文献１に記載されているようにまず銅が続いてマグネタイトが除去される方法で
も同様に実施可能である。
【００２７】
　使用される洗浄液は４０℃から１６０℃の間の温度で特に効果がある。この理由から本
発明方法の別の態様によれば、蒸気発生器の二次室に存在する洗浄液は上述の範囲の温度
に加熱される。溶解した堆積物は洗浄液の排出後に熱交換器の二次室から除去される。主
として熱交換器の底に集積した溶解しない堆積物は、機械的洗浄、たとえば洗流により熱
交換器から除去される。
【００２８】
　更に別の実施態様によれば熱交換器は原子力設備の蒸気発生器である。原子力設備の蒸
気発生器では堆積物は大部分がマグネタイトから成る。特に有利なのは本発明方法により
蒸気発生器はいわゆる保守洗浄（メンテナンス　クリーニング）の枠内でマグネタイトを
含む層を除去されることである。
【００２９】
　以下に本発明による熱交換器の洗浄方法を原子力設備の蒸気発生器に基づいて詳細に説
明する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は極めて概略的に示した蒸気発生器の縦断面図である。
【図２】図２はこの蒸気発生器の詳細図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　加圧水型原子炉の炉心中で加熱された一次冷却材は図１に略示された蒸気発生器２の一
次室５を貫流する。蒸気発生器２の下側部分には多数のＵ字状の管４があり、これらは管
束とも言われる。概略化のために２本のＵ字状管４のみが示されている。一次室５に入る
一次冷却水はＵ字状管４を貫流してその熱の一部を二次室６にある二次冷却材に放出する
。蒸気発生器２の二次室の下側領域に導かれて加熱されまたは蒸発した二次冷却材は蒸気
発生器の上側領域に入り、発電機の運転に使用される。蒸気発生器２の運転中に二次室６
には堆積物１２が形成される。この堆積物は支持部材８の領域に、また特にＵ字状管４の
外側または外套面に形成される。
【００３２】
　図２は図１から公知の蒸気発生器２のＵ字状管４のアーチ状部分の切断図である。例示
的に一次冷却材により貫流される一本のＵ字状管４が示され、この管は支持部材８により
支持され、床板１０を貫通して一次領域に開口している。支持部材８におけるＵ字状管４
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面自体にも堆積物１２が存在する。その際堆積物１２の量的に多い部分はＵ字状管４の表
面上にある。
【００３３】
　以下に蒸気発生器２の二段階の洗浄を説明するが、その際たとえば堆積物が多量の酸化
鉄（マグネタイト）と少量の銅を含むものとする。
【００３４】
　蒸気発生器２の一次側の原子炉の遮断後まず二次冷却材が蒸気発生器２から排出される
。続いて二次室６が負圧にされるか排気される。その際負圧は少なくとも、所定の温度で
二次冷却材、通常は水、を蒸発させるのに十分な大きさに選ばれる。または蒸気発生器２
の二次室６は熱風の導入により乾燥される。汚染物１２は上述の条件下で極めて迅速に乾
燥し、その表面に割れ目を生じさせる。上述のように乾燥により生じる量の損失により堆
積物は部分的にその下側にある層から剥離される。剥がされた堆積物は蒸気発生器２の下
側管床１０の領域に集積する。蒸気発生器２の二次室６は好適には洗浄液が装填されてい
る間は真空化に保たれる。その際蒸気発生器２の二次室６は管束の表面まで洗浄液で満た
されると好適である。
【００３５】
　マグネタイト層の溶解に使用される洗浄液は、錯化合物を形成する酸、たとえばエチレ
ンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ），アルカリ化剤、たとえばアンモニア、モルホリンまたは
これらの物質の混合物および還元剤、たとえばヒドラジンを有する。マグネタイトを含む
層の除去には同様にほかの一般に知られている洗浄剤を使用することができる。
【００３６】
　洗浄作用の向上のため洗浄液は４０℃乃至１６０℃の範囲に加熱される。これは蒸気発
生器に加熱蒸気を導入することにより行うと好適である。代案として洗浄液は原子力設備
の一次回路にある主冷却材ポンプにより加熱される。洗浄液が沸騰するほど加熱されると
、洗浄液は混流に至る。別の代案として洗浄液の混流のために不活性ガスが蒸気発生器に
圧入される。使用済み洗浄液と未使用の洗浄液とが混合され、その際特に未使用の洗浄液
が堆積物１２が残っている個所に入るので、堆積物はこれにより溶解し得る。堆積物１２
は沸騰する洗浄液により付加的に蒸気発生器の表面から機械的に除去される。
【００３７】
　洗浄液により溶解されたマグネタイト堆積物は洗浄液を二次室６から排出することによ
り除去される。洗浄液によって溶解しないで管床１０上に集積して残っている堆積物は、
機械的にたとえば管床１０の洗流により二次室６から除去される。
【００３８】
　続いて銅を含む堆積物１２を蒸気発生器２から除去する前に、堆積物は改めて乾燥され
る。この第２の乾燥工程はさらに、最初の洗浄工程後に残存している堆積物１２の物理的
／機械的非安定化をもたらす。
【００３９】
　銅を含む堆積物１２は銅化合物の水溶性の錯化合物が形成されることにより溶解する。
錯化合物としてはたとえばエチレンジアミン（ＥＤＡ）、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤ
ＴＡ）などアンモニア性溶液中で酸化条件下にあるものが好適である。酸化条件はたとえ
ば過酸化水素の添加および／または空気または酸素の添加により得られる。銅を含む堆積
物１２の溶解後に洗浄液は蒸気発生器２から排出される。
【符号の説明】
【００４０】
　２　　蒸気発生器
　４　　Ｕ字状管
　６　　二次室
　１２　堆積物
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